
 

光市立浅江中学校ＰＴＡ規約 
 

第１条 本規約の目的  

本規約は、光市立浅江中学校（以下、「本校」と呼ぶ）のＰＴＡが掲げる目的を達成させるための運営

の遵守事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 名称と事務局  

本会は、光市立浅江中学校ＰＴＡと称し、事務局を浅江中学校に置く。 

 

第３条 本会の目的  

本会は、会員相互の資質を高め、研修や親睦を深め、ひいては家庭・学校・地域の連携を育み、教育

の推進と向上を図ることを目的とする。 

 

第４条 会員資格  

本会は、本校生徒の保護者と教職員をもって構成する。ただし、顧問はこの限りではない。 

 

第５条 本会の事業  

本会は、本規約第３条の「本会の目的」達成のために次の事業を推進する。  

（１）会員相互の研修、親睦の事業  

（２）施設、設備環境等の充実と改善に関する事業  

（３）教職員の研修助成に関する事業  

（４）生徒の学習や健康に関する事業  

（５）光市ＰＴＡ連合会等の広域なＰＴＡ活動に関する事業  

（６）コミュニティ・スクールへの参画を通じた学校・地域との連携に関する事業  

（７）浅江小学校ＰＴＡとの連携による共通課題に関する事業  

（８）その他、本会の目的に適する事業 

 

第６条 組織と人員  

本会は、総会、総務委員会（事務局含む）、専門部により構成される。各組織は、次に掲げる人員によ

り構成される。  

（１）総会：保護者と教職員の全員  

（２）総務委員会：会長、会長補佐、副会長、幹事、専門部部長、事務局員、顧問  

（３）専門部：心の教育部、学力向上部、体力つくり部、広報部 

（４）監査 

 

第７条 総務委員と選出方法  

総務委員とは、会長、会長補佐、副会長、幹事ならびに監査、顧問と各専門部部長をいい、次の人員

数とする。  

（１）会 長：１名  

（２）会長補佐：会長が必要と認めた場合に若干名  



 

（３）副会長：３名以上  

（４）幹 事：若干名  

（５）各専門部部長１名 

（６）顧 問：若干名（うち１名は、校長とする。） 

７－２．選出方法  

総務委員会から推薦され、総会の承認を得なければならない。 

ただし、顧問は、総会の承認によらず、１名は校長とする。また、必要により、会長と校長の合意により若

干名をおくことができる。 

７－３．事務  

校長に任命された事務局主任を総務委員会事務局に、事務職員を常任委員会に専任としておく。 

 

第８条 専門部員と選出方法  

専門部とは、心の教育部、学力向上部、体力つくり部、広報部のことをいい、各部とも部長１名、副部長

１名程度を含む体制とする。 

８－２．選出方法  

専門部全体として、各学年から同じ程度の割合で互選し、各専門部へ配属する。人員の不足が考えら

れる場合には、会長が委嘱することができる。各部の人員構成は、総会の承認を得なければならない。 

 

第９条 補員と選出方法  

補員とは、各部員に欠員が生じた場合に、必要に応じ補填される人員をいい、９名程度とする。  

９－２．選出方法  

各学年から同じ程度の割合で互選し、補員名簿に収載する。  

補員名簿の収載順１位からを補填の順位とする。  

９－３．補填の方法  

欠員が生じた場合、会長と欠員が生じた専門部の部長（もしくは副部長）が協議し、補填人数を決定

する。 

 

第１０条 総務委員会及び役員の任務と任期  

総務委員会は、本規約の第３条「本会の目的」ならびに第５条「本会の事業」に掲げる事業達成のた

めに必要な方針を策定し、本会の指針と方策を実行する。  

 

１０－１.会長は、本会を代表し、本会を総括する。  

１０－２．会長補佐は、会長と責務を分担し、常に会長と協議・協調する。会長不在の際は、これを代行す

る。  

１０－３．副会長は、会長と会長補佐の指示のもと、責務を遂行し、会長と会長補佐不在の際は、これを代

行する。  

１０－４．幹事は、会長、会長補佐ならびに副会長を補佐し、会務を処理する。  

１０－５．顧問は、会長に対し必要な助言を行う。  

 

１０－６．各専門部部長は、各取組の責任を分担するなどし、部員とともに専門部の事業遂行にあたる。  

１０－７．総務役員の任期は２年間とし、顧問、各専門部部長の任期は１年間とするが、再選を妨げない。 



 

第１１条 専門部の任務と任期  

各専門部は、本規約の第５条「本会の事業」に掲げる事業達成のための活動を行う。  

１１－２．心の教育部は、生徒の心の健全育成に関する活動を行う。  

１1－３．心の教育部は、コミュニティ・スクールのプロジェクト部会（心の教育部会）及び企画推進委員会

に参画し、生徒の豊かな心を育むための方策（プロジェクト）を実行する。  

１1－４.学力向上部は、生徒、保護者の人権への理解と意識向上、生徒の学力向上に関する活動を行う。  

１1－５．学力向上部は、コミュニティ・スクールのプロジェクト部会（学力向上部会）及び企画推進委員

会に参画し、生徒の学力を向上させるための方策（プロジェクト）を実行する。 

１1－６．体力つくり部は、生徒の健康と保健・体育に関する活動を行う。  

１1－７．体力つくり部は、コミュニティ・スクールのプロジェクト部会（体力つくり部会）及び企画推進委員

会に参画し、生徒の健やかな体づくりのための方策（プロジェクト）を 実行する。 

１1－８．広報部は、総務委員会と連携してＰＴＡ活動の広報と生徒・教職員をはじめとする学校の取組を

取材し、必要に応じて地域への広報に努める。  

１1－９．専門部員の任期は、１年間とする。 

 

第１２条 コミュニティ・スクール（CS）への参画  

本規約５条の「本会の事業」に含まれるコミュニティ・スクールへの参画について、以下の通り定める。  

会長もしくは会長とその他複数名は、光市教育委員会からコミュニティ・スクールの学校運営協議会

委員に委嘱された場合には、学校運営協議会に参画する。また、各専門部の部長は、学校からコミュニ

ティ・スクールの企画推進委員に委嘱された場合には、企画推進委員会に参画する。 

 

第１４条 監査 

監査は、本会の会計を監査する。 

監査は、会長と校長により委嘱され、総会の承認を得る。 

１４－２ 監査の任期は１年間とする。 

 

第１５条 総会  

総会は、毎年１回（４月頃）に定期開催し、予算審議等の重要事項を審議する議決機関とする。 

１５－２．総会の成立 

  ＰＴＡ会員の過半数以上の出席（委任を含む）で総会の成立とする。 

１５－３．臨時総会  

総務委員会において必要と認められた場合には、臨時総会を招集することができる。 

 

第１６条 総会での議決事項  

本会の総会では、次の事項を審議し、議決は出席者の過半数で成立する。  

（１）前年度の事業報告と会計決算報告（ＰＴＡ会計と後援会会計）  

（２）本年度の事業計画と予算の審議（ＰＴＡ会計と後援会会計）  

（３）役員推薦者、選出者の承認（総務委員と後援会兼務）  

（４）規約改定（ＰＴＡと後援会）  

（５）その他必要事項の審議（ＰＴＡと後援会、その他） 

 



 

第１７条 緊急時の審議と議決  

緊急時で即応性が重視される局面における緊急事項は、常任委員会が総会に代わって審議、議決す

ることができる。  

（本項は、事故・事件・災害を想定する。）  

１７－２．緊急時で即応性が重視される局面における緊急事項で、総務委員会の開催が困難である場

合には、会長及び副会長が総会に代わって審議、議決することができる。 

 

第１８条 経費  

本会の経費は、会費と入会金、事業収益金等をもって運営する。  

１８－２．本会の入会金は、新入時に１００円を徴収する。退会時に返金はしない。  

１８－３．本会の会費は、月額２５０円とし、第一子、第二子ともに同額とする。  

１８－４．本会の事業収入は、見込み予算として予算化しておく。（友愛セール等） 

 

第１９条 会計年度  

本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月末日までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制改定の経緯 

 

昭和３４年  ４月２８日 旧約を廃止し、本規約を施行する。 

昭和４５年  １月２５日 第２・５・１１条の一部改正 

昭和５０年  ４月２５日 第１１条の一部改正 

昭和５２年  ４月２６日 第１１条の一部改正 

昭和６０年  ４月２４日 第２・５・１１条の一部改正 

昭和６１年  ４月１９日 第１１条の一部改正 

平成 ２年  ４月２１日 第１１条の一部改正 

平成 ２年 １１月 ５日 会の名称変更（常任委員会に委託されていた。） 

平成 ３年 １２月１０日 同・育友会規約をＰＴＡに規約改正 

平成 ９年  ４月１９日 第５条（１）の一部改正 

平成１８年  ４月２８日 第５条（１）、（４）、（５）の一部改正 

平成２１年  ４月３０日 第５条（１）の一部改正 

平成２２年  ４月２８日 第５条（５）の削除 



 

平成２９年  ４月２２日 第１条（本規約の目的）を新設 

     第２条（名称と事務局）を詳述 

     第４条（会員資格）に本校生徒の保護者と教職員以外 

の規定を追加 

第５条（本会事業）に（５）広域ＰＴＡ活動、（６）コ 

ミュニティ・スクール活動、（７）浅江小ＰＴＡとの連 

     携の各項目を追加 

第６条（組織と人員）（２）に会長(補佐)を追加、（４） 

専門部を５部会から３部会に変更 

第７条（常任委員と選出方法）に会長(補佐)を追加 

第８条（専門部員と選出方法）を３部会に変更 

その他、総務委員会、常任委員会、専門部会の任務を 

詳述、緊急時の対応を規定 

令和 ２年  ５月 ７日    第５条（本会事業）（６）「コミュニティ・スクールの活動」を「コミュニテ

ィ・スクールへの参画」に変更 

第８条（専門部員と選出方法）副部長の人数を２名程度に

変更 

第１２条（専門部の任務と任期）「コミュニティ・スクールの

活動においては」を、「コミュニティ・スクールの」に変更 

第１３条（コミュニティ・スクールへの参画）「学校運営委員」

を「学校運営協議会委員」に、「学校運営委員会」を「学校

運営協議会」変更 

令和６年 ５月 2日    第６条、第７条、第８条、第９条、第１０条、第１３条、第１５条、第１６条、 

第１７条の一部改正 

                     第１１条の削除 


